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（審議経過） 

○中村都市計画課長 皆さん、こんにちは。

定刻前ではございますけれども、皆さんおそ

ろいですので、始めさせていただきます。 

 本日はお忙しい中、第６６回足立区都市計

画審議会にご出席いただきまして、ありがと

うございます。 

 私は本日司会を務めます都市計画課長の

中村でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 最初に、本審議会の情報公開についてご説

明いたします。本審議会は公開を原則として

おります。このため、会議記録につきまして

は区のホームページで公開させていただい

ております。また、会議記録作成のため録音

させていただきますので、ご了承をお願いい

たします。 

 それでは、ただいまから議案審議を始めさ

せていただきます。議事の進行につきまして

は長塩会長にお願いいたします。 

○長塩会長 どうも皆様、こんにちは。ご苦

労さまでございます。 

 それでは、都市計画審議会の議事を進めて

まいります。 

 まず初めに、事務局から本日の資料と議案

について説明願います。 

○中村都市計画課長 それでは、皆様に事前

にお配りしました資料と審議議案の確認を

させていただきます。 

 まず次第をご覧ください。本日の議事でご

ざいますが、議案が３件でございます。第１

号議案「東京都市計画生産緑地地区の変更

（足立区決定）について」、第２号議案「特

定生産緑地の指定について」、第３号議案「東

保木間一丁目地区関連」でございます。 

 また、事前に配付している資料でござい

ますが、次第のほか、委員等名簿、座席

表、「第６６回足立区都市計画審議会（令

和元年１２月）議案書（計画図書）」とあ

る白い表紙の議案書ひとつづりでございま

す。それから、「第６６回足立区都市計画

審議会（令和元年１２月）議案説明資料」

とある黄緑色の表紙の議案説明資料ひとつ

づりでございます。右上に「議案２ 別添

資料１」とございます「ぜひ知ってくださ

い！！ 特定生産緑地制度 令和元年度第

１版」と書かれたパンフレット１冊でござ

います。 

 以上が本日の資料となってございます。不

足している資料がございましたら事務局ま

でお知らせください。よろしいでしょうか。 

 次に、モニター、マイクの使い方について

ご案内させていただきます。本日の説明は座

席のモニターを利用してご説明いたします

ので、説明の際はモニターをご覧ください。

お手元の資料は座席のモニターが見づらい

場合にご覧いただければと存じます。また、

皆様のお席のマイクですが、ご発言の際にス

イッチを入れていただき、終わりましたらス

イッチをお切りいただきますよう、お願い申

し上げます。 

 事務局からは以上でございます。 

○長塩会長 それでは、審議に入る前に、委

員の出席状況を事務局から報告してくださ

い。 

○中村都市計画課長 本日は、定数２１名の

ところ、１９名のご出席をいただいておりま

す。過半数のご出席をいただいておりますの

で、審議会が有効に成立することをご報告申

し上げます。 

○長塩会長 議事録署名人は、私と野澤委員

が務めますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 第１号議案「東京都市計画生産緑地地区の

変更について」の審議を行います。中村都市

計画課長から説明願います。 

○中村都市計画課長 都市計画課長の中村

でございます。 

 それでは、私から第１号議案をご説明させ

ていただきます。席上の画面をご覧ください。

参考に、お手元の資料では議案書の１ページ

となります。 

 第１号議案「東京都市計画生産緑地地区の

変更（足立区決定）について」、上記の議案

を提出いたします。令和元年１２月１１日、

提出者は足立区長近藤弥生です。 

 提案理由でございますが、生産緑地地区の

変更に当たり、都市計画法に基づき、足立区

都市計画審議会の議を経る必要があるため

でございます。 

 こちらは都市計画の変更理由でございま

す。農地は緑やオープンスペースとして貴重

なまちの資源であるため、まちづくりに生か

していく必要があること、また、足立区の都

市計画マスタープランでは、都市農地を積極

的に維持・保全していくため、生産緑地地区

の指定を行うこととしております。このたび、
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足立区生産緑地地区指定基準第５条の規定

により、生産緑地地区の面積約０．０５ｈａ

を追加いたします。また、公共施設等の用地

や買取り申し出に伴う建築行為等の行為制

限の解除があったため、生産緑地地区の面積

約１．２１ｈａを削除するものでございます。 

 続いて、こちらは計画書になります。計画

書の内容につきましては、後ほど議案説明資

料にて詳しくご説明いたします。 

 こちらは新旧対照表でございます。一番下

の変更概要ですが、今回の変更によりまして

生産緑地地区は、２０３件（３１．３２ｈａ）

から１９６件（３０．１７ｈａ）となります。 

 続きまして、こちらは全体の生産緑地の位

置を示す総括図でございます。 

 以降は変更する生産緑地地区それぞれの

位置や形状を示した計画図となっておりま

す。 

 それでは、ここからは議案説明資料でご説

明させていただきます。引き続き席上の画面

をご覧ください。参考に、お手元の黄緑色の

表紙の議案説明資料では１ページとなりま

す。 

 「１ 趣旨」については、記載のとおりで

ございます。（２）にございます生産緑地地

区の現状についてでございますが、近年、農

業従事者の高齢化や後継者の不足によりま

して、件数と面積が減少傾向にあります。こ

れらを考慮しまして、平成２９年度には生産

緑地法及び運用指針の改正がございまして、

下限面積の見直しや一団の考え方の緩和を

行いまして、新規追加指定がしやすくなる取

り組みを行っております。 

 続きまして、画面右側の「２ 変更概要」

でございますが、表に記載のとおりでござい

ます。その結果、足立区の生産緑地地区の面

積は約３１．３２ｈａが約３０．１７ｈａと

なり、約１．１５ｈａの減少となります。件

数は２０３件から１９６件となります。 

 ２ページ目は変更の詳細となります。 

 （１）追加指定を行う地区が２件でござい

ます。こちらは既存の生産緑地地区に面積の

追加を行う地区でございます。 

 （２）削除を行う地区が７件、（３）部分

削除を行う地区が４件でございますが、削除

の理由といたしましては、主たる従事者の死

亡が５件、主たる従事者の故障が５件、公共

施設等の設置が１件となっております。故障

につきましては、農業ができなくなるけがや

病気でして、医師の診断書をもとに判断して

おります。公共施設の設置につきましては、

携帯電話の基地局の設置に伴うものでござ

います。 

 （４）位置の変更を行う地区が１件。これ

は土地区画整理事業施行による変更でござ

います。面積に変更はございません。 

 最後に、（５）精査による変更を行う地区

が２件。こちらは測量精査による面積変更と

なっております。 

 主たる従事者の死亡・故障による削除・部

分削除を行う１０件の生産緑地地区につき

ましては、買取り申し出が出され、１カ月間、

足立区及び東京都に照会いたしましたが買

取り希望はなく、その後２カ月間、農業従事

者にあっせんしましたが、所有権の移転がな

されなかったため、生産緑地法第１４条に基

づく建築などの行為の制限が解除となりま

した。その結果、生産緑地地区が削除となる

ものでございます。 

 こちらは変更になる生産緑地地区の位置

をプロットした図になります。 

 次に、モニターにおいては地区の現況写真

をご紹介いたします。参考に、お手元の資料

では４ページから１６ページに、変更する地

区について地図と写真を掲載してございま

す。地図上におきまして、生産緑地地区に既

に指定されている部分については白抜き、削

除する部分には黒色での塗りつぶし、新規に

追加する部分については横線の凡例となっ

ております。 

 地区番号５１番につきましては加賀二丁

目でございますけれども、主たる従事者の故

障による部分削除がありましたが、一部追加

する地区でございます。変更後は生産緑地地

区の下限面積でございます３００㎡で存続

いたします。追加する部分につきましては、

令和元年７月に足立区農業委員会にて現地

視察及び協議がなされまして、生産緑地に指

定できる農地として問題ないと判断されま

した。こちらではミョウガ等を栽培しており

ます。 

 続いて、地区番号１０２番、神明三丁目で

ございます。追加の申請による一部追加でご

ざいます。追加する部分につきましては、平

成３１年３月の足立区農業委員会にて現地

視察及び協議がなされまして、生産緑地に指

定できる農地として問題ないと判断されま

した。トマト、ナス、落花生を栽培しており
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ます。 

 続きまして、こちらは代表的な削除する地

区４地区でございます。 

 最後に、都市計画手続の経緯と今後の予定

でございます。 

 令和元年１０月に東京都協議を行いまし

て、同月に東京都知事より意見なしとの回答

を得ました。 

 令和元年１１月１５日から２週間、都市計

画案の公告・縦覧を行いましたが、意見書の

提出はございませんでした。 

 本日ご審議いただき、１２月中旬に都市計

画決定・告示を行う予定でございます。 

 以上で第１号議案の説明を終わります。 

○長塩会長 ご苦労さまです。 

 それでは、第１号議案の審議をいたします。

発言に当たりましては、その都度、職名もし

くは氏名を名乗られてからお願いいたしま

す。本件について、ご意見・ご質問がありま

したらお願いいたします。 

○渕上委員 区議会議員の渕上です。 

 生産緑地といいますか、都市農業がこれか

ら非常に大切―これからというか、今まで

も大切だったのですけれども、やはり農地を

守っていくことが非常に今は大切といいま

すか、温暖化の問題でも緑地を守ることが必

要ですし、最近大雨とか水害対策が叫ばれて

いますけれども、どうしても今は水道管だけ

では７０ｍｍ、８０ｍｍ降ったときには間に

合わないということで、こういう空地という

か農地は大切ですし、また、地震のときでも

逃げる場所といいますか、避難する場所等で

も農地は大切で、これから都市農業といいま

すか、都市の農地を保全していくことが大切

だと思うのですけれども、その辺で足立区と

して、今回、国のほうでは面積が緩和されて

５００だったのが３００㎡ということで少

しはやりやすくなったと思うのですけれど

も、その辺の対応については今どのようにさ

れているのでしょうか。 

○中村都市計画課長 足立区におきまして

も、下限の面積は３００㎡で指定しておりま

す。また、道路を間に挟んだりした場合に生

産緑地として指定できなかったりというと

ころがございましたけれども、一団の土地で

見られるものについての緩和をしていると

ころでございます。 

○渕上委員 それと、生産者の方に聞くとよ

く言われるのが、例えば急に病気になったと

きとか、あるいは後継者の問題があるので、

人にかわりに農地をやってもらうとか、そう

いうことができればありがたいんですけど

ということですけれども、貸し借りが今の法

律上は生産緑地ではできないということと、

例えば今人気がある区民農園なんかもあり

ますけれども、区民農園も生産緑地ではだめ

だということで、今、足立区では体験農場と

いうか「農すくーる」という形でやっている

と思うのですけれども、ただ、国会でも貸し

借りとか区民農園ができるような動きもあ

ると思うのですけれども、その辺については

いかがなのでしょうか。それができれば、か

なり生産緑地が増えるかなと。 

○望月産業振興課長 昨年の９月から生産

緑地の貸し借りもできるようになりました。

ですから、生産緑地はそれ以前はできなかっ

たのですけれども、今は生産緑地の貸し借り

もできますので、借りて区民農園にするとい

うこともできるようになっております。 

○渕上委員 そうすると、区民農園も今はち

ょっと減ってきて、利用者は倍率が高いので

もっと増やしてくださいと言いますけれど

も、今後、生産緑地あるいは今は生産緑地に

なっていないけど区民農園もできますよと

いうことで生産緑地の指定をしてもらって

区民農園を増やすとか、あるいは体験スクー

ルは体験スクールで今結構人気だと思うの

ですけれども、その辺の今後の方針はどうな

のでしょうか。 

○望月産業振興課長 昨年の法律改正によ

って生産緑地も借りられるようになりまし

たので、今打診をしているところでございま

す。 

○渕上委員 はい、結構です。 

○長塩会長 他にございませんか。 

○浅香委員 浅香と申します。 

 生産緑地と特定生産緑地の違いなのです

が、この違いは３０年間とこれからの１０年

間という違いのほかに、今お話がありました

ように５００から３００に変わったという

ことも含めて、何か違いがありましたら教え

てください。 

○中村都市計画課長 生産緑地と特定生産

緑地の違いについてということでございま

すけれども、生産緑地は指定から３０年間耕

作をしていただくという制度になっていま

す。その後、３０年が経過した後に届け出い

ただいたものについて、１０年間さらに同じ
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制度を延長するという手続になってござい

ます。これによって得られます固定資産税の

減免ですとか相続税の納税猶予につきまし

ては、生産緑地と特定生産緑地は同様の制度

でございます。 

 面積につきましては、生産緑地でございま

すので、同様でございます。 

○浅香委員 ありがとうございました。 

○長塩会長 他に。 

○川口委員 川口です。 

 生産緑地の変更の前に買取り申し出を行

ったという説明がありました。都や区で買い

取りを行うという制度もあるはずなのです

けれども、例えば足立区で買い取って緑地と

して残すというお考えはないのでしょうか。 

○中村都市計画課長 緑地として残すとい

うケースも過去に、２２年度には公園用地と

して購入したケースもございます。ただ、や

はり上位計画・地区計画とかでその地区が公

園などに位置づいていないとなかなか買い

取りができないというところもありますの

で、必要なところについては地区計画で位置

づけていくという形も検討していきたいな

と考えているところでございます。 

○川口委員 もう一つお聞きしたいのは、今

回の変更の資料を見ると、結構大きくまた農

地が減っていくのだなと感じるのですけれ

ども、多分農地を何らか利用したいと思って

いる人はもっとたくさんいるはずで、とする

と、この変更に伴って、利用したい人、農地

として引き継ぎたい人は、情報は発信してい

るけれどもまだまだ発信が足りないのかな

というところも感じました。逆に、もうこれ

は変更について決まってしまっているけれ

ども今後農地としてこの場所を使いたいん

ですという人があらわれた場合に、再度農地

として使うことはできるかどうかという点

についてはいかがでしょうか。 

○中村都市計画課長 周知が足りないとい

う件につきましては、今後また農業担当部署

とも連携しながら周知をしていきたいとこ

ろでございます。 

 また、農地が減ることについては、ある程

度緩やかになるような形で特定生産緑地へ

の移行、あるいは区民農園ですとか、そうい

ったものも活用を検討ということについて

連携して検討していきたいと考えてござい

ます。 

○長塩会長 よろしいですか。 

○川口委員 済みません、もう一つ。 

 もう既に変更が決まってしまったものに

ついては、今後農地として使いたいという人

があらわれても、それは難しいということで

すか。 

○中村都市計画課長 削除になってきてお

りますので、それについてはもう生産緑地の

指定が外れてしまっているというところで、

難しいということでございます。 

○川口委員 わかりました。ありがとうござ

います。 

○中村都市計画課長 新たに申請されれば、

また初めから、３０年の生産緑地の指定は可

能でございます。 

○長塩会長 他にございますか。 

○鹿浜委員 今の特定生産緑地の件なので

すけれども、今回１９６件中の５５件という

ことで、９万８，７００㎡ということなので

すけれども、この制度自体は令和４年から変

わるということなのですけれども、それ以前

に手続は何年前から変更が可能なのか、その

辺もあわせて教えていただきたいのですけ

れども。 

○中村都市計画課長 一番最初に生産緑地

を指定して平成４年から３０年たつところ

が令和４年、それから令和５年のところで、

１５０件ほどの農地が変更の手続の時期に

来ます。ですので、令和４年の間際になりま

すとかなり多くの方が手続になるというこ

ともありますので、今年度から特定生産緑地

への移行の手続を始めさせていただいて、今

回初めて特定生産緑地の指定をさせていた

だくということでございます。 

○鹿浜委員 そうすると、足立区の場合は、

１９６件あって、令和４年に満期を迎えると

ころは５５件、５年に迎えるところは１４１

件ということなのですか。 

○中村都市計画課長 令和４年、５年で３０

年を迎えるところのうち、今回ご指定いただ

いたところが５５件ということですので、令

和４年のところが全て今回いただいている

というわけではございません。 

○鹿浜委員 ９万８，７００㎡というのは、

特定生産緑地を受けた平米数ということな

のでしょうか。 

○中村都市計画課長 特定生産緑地に移行

する指定を受ける面積になってございます。 

○鹿浜委員 わかりました。 

○長塩会長 他に。 
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○横村委員 東京都建築士事務所協会の横

村です。 

 一点、先ほどの一度削除された生産緑地が

また復帰できる可能性があるというお話が

川口委員からありましたが、その場合３０年

ということのように拝察しましたが、自分の

人生を考えましても、３０年先までというの

がなかなか、いろいろな事業計画を行う上に

おいて難しいのではないかと私は拝察しま

す。つまり、特定生産緑地に変わるのも今後

あと１０年というタイムスケジュールかと

思うのですけれども、そのあたりが３０年と

いうことで、「うーん、３０年先までだと、

ちょっとな……」というようなことはないの

でしょうか。私は地主ではないのでちょっと

よくわかりませんけれども、その辺は、また

復帰する場合の足立スタイルというか、より

農園をしたくなるような方法もお考えいた

だくという可能性はいかがでしょうか。 

○中村都市計画課長 生産緑地法の中では、

３０年と決まっているところでございます。

ですので、委員のおっしゃるように、３０年

は非常にちゅうちょするなというのは私も

同感でございます。 

 例えば生産緑地ではない形にしても、何か

しら残せる方法があるのかどうかというと

ころについては、農業部署とも連携をして検

討してまいりたいと考えてございます。 

○横村委員 お願いします。 

○長塩会長 他にございますか。 

 ないようでございますので、採決いたしま

す。本案につきまして異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長塩会長 それでは、第１号議案は異議の

ないものと決定いたします。 

 続きまして、第２号議案「特定生産緑地の

指定について」の審議を行います。中村都市

計画課長から説明願います。 

○中村都市計画課長 それでは、第２号議案

をご説明いたします。 

 まず、議案書のご説明に入る前に、「議案

２ 別添資料１」にて特定生産緑地制度の概

要につきましてご説明させていただきます。

画面上でも表示いたしますが、文字が小さい

ため、お手元の資料をご覧いただければと存

じます。 

 こちらは、生産緑地法が改正されたことを

受けまして、東京都農業会議が農地所有者向

けに作成したリーフレットでございます。 

 １ページ目では特定生産緑地制度の概要

が記載されております。特定生産緑地制度は、

生産緑地の指定告示から３０年を迎える前

に、買取り申し出ができる期限を所有者等の

申請によりまして１０年間延長する制度で

ございます。また、①特定生産緑地の指定を

受けた場合には、税の優遇が継続されます。

②特定生産緑地の指定を受けない場合は、税

の優遇制度が受けられなくなります。 

 資料をおめくりいただきますと、２ページ、

３ページ目でございます。先ほどの第１号議

案でご審議いただきました生産緑地地区や

生産緑地法の改正内容について記載されて

おります。 

 資料をおめくりいただきますと、４ページ、

５ページ目でございます。１０年間延長する

特定生産緑地制度についてのご説明になっ

てございます。例示といたしまして、平成４

年に指定された生産緑地について、指定告示

から３０年を迎える２０２２年（令和４年）

までに今回の議案でございます特定生産緑

地の指定を受けることで、引き続き１０年間、

生産緑地として税の優遇が継続されます。そ

の後、１０年ごとに特定生産緑地の指定を受

けることで制度が継続されます。 

 ６ページ、７ページは、相続税納税猶予制

度に関する説明になります。 

 最後の８ページには、特定生産緑地制度の

Ｑ＆Ａが記載されてございます 

 簡単ではございますが、別添資料１のリー

フレットでのご説明は以上でございます。 

 続きまして、議案書のご説明をさせていた

だきます。席上の画面をご覧ください。参考

に、お手元の資料では議案書の１７ページと

なります。 

 第２号議案「特定生産緑地の指定につい

て」、上記の議案を提出いたします。令和元

年１２月１１日、提出者は足立区長近藤弥生

です。 

 提案理由でございますが、特定生産緑地を

指定するに当たり、生産緑地法に基づき、足

立区都市計画審議会の意見聴取を経る必要

があるためでございます。 

 続きまして、こちらは今回特定生産緑地に

指定する生産緑地について一覧にしたもの

でございます。面積についてですが、新たに

指定する区域として、生産緑地地区の所有者

の申し出により、今回特定生産緑地に指定す
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る面積を記載してございます。申出基準日は

生産緑地地区の当初の都市計画決定告示か

ら３０年の日付を西暦にて記載しておりま

す。一番右の図面番号は、記載しております

図面の番号でございます。今回特定生産緑地

に指定するのは、一部指定も含めまして５５

地区となります。 

 続きまして、こちらは区全体で今回指定す

る特定生産緑地の位置を示す総括図でござ

います。 

 以降は、今回指定する特定生産緑地の位置

や形状を示した指定図となってございます。 

 それでは、ここからは議案説明資料でご説

明させていただきます。引き続き前方の画面

をご覧ください。お手元の黄緑色の表紙の議

案説明資料では１９ページとなります。 

 「１ 趣旨」についてでございますが、記

載のとおりでございます。令和４年に当初指

定された生産緑地が３０年を迎え、この申し

出基準日を過ぎてしまいますと特定生産緑

地の指定ができなくなり、期限が間近になる

と駆け込みの申請が予想されるため、今年度

より前倒しで指定手続を開始いたしました。 

 右側には「２ 指定件数と面積」を記載し

ております。足立区の生産緑地地区は、第１

号議案の決定によりまして１９６件、約３０

万１，７４０㎡となり、このうち今回特定生

産緑地に指定するものは５５件、約９万８，

７００㎡でございます。 

 こちらは特定生産緑地の位置でございま

す。主に、平成４年指定の生産緑地地区が多

い区北西部の入谷・舎人、南西部の興野・扇

地区において指定申請がございました。 

 こちらは今回指定します特定生産緑地に

ついての写真でございます。この４地区を含

めまして指定する５５地区の全てにおいて

足立区農業委員会にて現地視察及び協議が

なされまして、特定生産緑地に指定できる生

産緑地地区として問題ないと判断されまし

た。 

 最後に、経緯と今後の予定でございます。

今年度の指定につきましては、申請を平成３

１年４月から６月末までとさせていただき

ました。申請は現在も随時受け付けておりま

すが、７月以降の申請分につきましては来年

度の指定を予定してございます。本日、本審

議会でご意見を伺いまして、１２月中旬に指

定告示及び農地等利害関係人に指定通知を

行う予定でございます。 

 以上で第２号議案のご説明を終わります。 

○長塩会長 ご苦労さまでした。 

 それでは、第２号議案の審議をいたします。

本件についてご意見・ご質問がありましたら

お願いいたします。 

○橘委員 区民委員の橘です。 

 本件の審議内容につきましては、私も賛成

でございます。その上で一つ確認というか、

ご教示いただきたいのですが、この特定生産

緑地制度、平成２９年にできて、約２年ぐら

い前ですけれども、なかなかこの制度自体が

周知されているのかなというのが、私自身は

生産緑地を持っていないので余り関心がな

いからなのかもしれませんけれども、生産緑

地を保有している方々にどれだけ周知され

ているのかなというのがまだ疑問なところ

が正直言ってあります。そういった中で、足

立区として生産緑地保有者の方々へのＰＲ

の仕方ですとか、こういった制度が新しくで

きましたよという告知の仕方ですとか、例え

ば意向調査ですとか、そういったものは実施

されていらっしゃるのでしょうか。お教えい

ただければと思います。 

○中村都市計画課長 おっしゃるとおり、周

知につきましてまだまだこれからやってい

かなければいけない部分もあると考えてお

ります。 

 今回の指定をいただくに当たって、今年の

３月に、令和４年に３０年を迎える方々に説

明会をご案内させていただいて開催させて

いただいております。その中で、特定生産緑

地への意向についてのアンケートもさせて

いただいたりしております。その中でネック

になってきているのは、高齢であったりです

とか、後継者がいないというところもあった

りですとか、まだまだ４年まで時間があるの

で少し考えたいということがアンケートの

中では出てきております。 

 今後も、説明会並びに、個々の状況が違う

部分もあるかと思いますので、個別にご相談

を承ったりということで周知・意見聴取をし

てまいりたいと考えてございます。 

○橘委員 ありがとうございます。 

○長塩会長 他にございますか。 

○横村委員 事務所協会の横村です。 

 先ほどの区民農園のお話とかとリンクす

るのですけれども、周知の中で周知内容とし

て、こういう事例の活用をされているとか、

そういうご案内はどの程度されているのか
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お教えいただけますでしょうか。 

○望月産業振興課長 先ほど都市計画課長

の答弁にあったように、昨年から地域学習セ

ンターとかで説明会をやっております。今ま

では特定生産緑地の制度の説明、移行に関し

ての説明をしていましたので、今後は、委員

のお話にあったような、貸借によって区民農

園の活用もできるというような、ちょっと膨

らませた説明もしていきたいと思います。 

○横村委員 区としては区民農園を逆にど

のぐらい今後増やしていきたいなとか、そう

いうあたりの施策については、もし何かござ

いましたらお教えいただけますでしょうか。

そういうことをあわせて地主様にご協力い

ただくというご説明もあってもいいのかな

と思いますので、お教えいただけたらと思い

ます。 

○望月産業振興課長 まだ具体的に幾つと

いうのはないのですけれども、倍率を考えた

ときに２倍～３倍程度までで区民農園が借

りられるような形にしていきたいと考えて

おります。 

○長塩会長 よろしいですか。 

○横村委員 はい。 

○長塩会長 他にございますか。 

 ないようですので、第２号議案については、

ただいまいただいたご意見を都市計画審議

会として事務局にお伝えしておきます。 

 続きまして、第３号議案「東保木間一丁目

地区関連」の審議を行います。黒木区営住宅

更新担当課長から説明願います。 

○黒木区営住宅更新担当課長 区営住宅更

新担当課長の黒木と申します。 

 第３号議案「東保木間一丁目地区関連」に

ついて議案を提出いたします。 

 本件は、都営住宅の建替えに伴い、都市計

画一団地の住宅施設を廃止し、新たに地区計

画を定めるものです。そのため、議案が「３

－１ 一団地の住宅施設の変更」と「３－２ 

地区計画の決定」に分かれております。 

 まず議案書の記載内容をご説明させてい

ただき、その後、議案説明資料を用いて内容

の説明をさせていただきます。 

 初めに、議案３－１「東京都市計画一団地

の住宅施設渕江南一団地の住宅施設の変更

（足立区決定）について」です。お手元の資

料では、表紙が白色の議案書３９ページとな

っております。 

 令和元年１２月１１日、提出者は足立区長

近藤弥生です。 

 提案理由は、東京都市計画一団地の住宅施

設渕江南一団地の住宅施設を変更するに当

たり、都市計画法に基づき、足立区都市計画

審議会の議を経る必要があるためです。 

 議案書４０ページは都市計画の案の理由

書となっております。 

 議案書４１ページは計画書となっており

ます。 

 議案書４２ページ、総括図です。 

 最後に、議案書４３ページ、計画図です。 

 続きまして、議案３－２「東京都市計画地

区計画東保木間一丁目地区地区計画の決定

（足立区決定）について」です。議案書では

４４ページです。 

 令和元年１２月１１日、提出者は足立区長

近藤弥生です。 

 提案理由は、東京都市計画地区計画東保木

間一丁目地区地区計画の内容を決定するに

当たり、都市計画法に基づき、足立区都市計

画審議会の議を経る必要があるためです。 

 続いて、議案書４５ページは都市計画の案

の理由書となっております。 

 議案書４６ページ～４９ページが計画書

となっております。 

 議案書５０ページ、総括図です。 

 最後に、議案書５１ページ～５４ページが

計画図となっております。 

 それでは、議案書の内容について、議案説

明資料を用いて説明させていただきます。お

手元の資料では、表紙が黄緑色の議案説明資

料３９ページです。 

 まず、「１ 趣旨」について。本案件は、

都営保木間第４アパートの建替え及び公共

用地の創出を目的に、一団地の住宅施設を廃

止し、新たに地区計画を策定するものです。

地区の概要は、位置図のとおり、つくばエク

スプレス六町駅の北西約１ｋｍに位置し、昭

和４１年度から昭和４３年度にかけて都営

保木間第４アパートが建設されている地区

となっております。 

 続きまして、「２ 計画概要」です。お手

元の資料４０ページです。 

 （１）「都市計画一団地の住宅施設の変更」

についてですが、制限事項として、建築面積

割合、延べ面積割合、共同施設などを定めた

ものを全て廃止いたします。 

 次に、（２）「都市計画地区計画の決定」

について説明します。名称、位置、面積、目
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標については記載のとおりです。次に、「区

域の整備・開発及び保全に関する方針」につ

いてです。「土地利用の方針」「地区施設の

整備方針」「建築物の整備方針」については、

後ほどご説明いたします。「その他当該地区

の方針」では、別途定めた東保木間一丁目地

区景観ガイドラインに沿った整備を行うこ

ととしております。 

 東保木間一丁目地区景観ガイドラインに

ついて簡単にご説明いたします。お手元の資

料では４１ページとなっております。 

 足立区景観条例に基づき、足立区景観計画

との整合を図りながら、事業者である東京都

が令和元年９月に作成したものです。本ガイ

ドラインは、都営保木間第４アパートの建替

え事業を進めるに当たり、まちづくりと景観

の観点から守るべきルール等を示し、地区内

の建築行為を行う上で事業者が配慮すべき

指針をまとめたものでございます。 

 続いて、地区整備計画についてです。お手

元の資料では４２ページです。地区施設の配

置及び規模について記載しております。 

 まず、地区東側についてご説明いたします。

今回の建替えに伴い、広場１号を再整備いた

します。また、幅員２ｍの歩道状空地１号を

配置しております。 

 次に、地区北側についてです。４ｍの歩道

を含む幅員１０ｍの区画道路１号を位置づ

けており、これに沿って緑地１号・緑地２号

を配置いたします。 

 続いて、地区西側については、０．５ｍの

歩道状空地３号を配置いたします。これによ

り、既存歩道と合わせて有効幅員２ｍ以上の

歩行者空間を確保します。 

 続いて、地区南西側についてです。幅員２

ｍの歩道状空地２号を配置いたします。また、

広場２号を再整備いたします。 

 最後に、団地中央についてです。幅員１２

ｍの区画道路２号と幅員１０ｍの区画道路

３号を配置いたします。区画道路２号につい

ては両側に緑地３号・緑地４号を配置し、区

画道路３号については団地側に緑地３号を

配置しております。 

 そのほかに、団地北西角にまちかど広場と

なる広場３号を配置しております。 

 続いて、建築物等に関する事項についてで

す。お手元の資料では４３ページです。 

 左上の地区区分図に示すとおり、住宅地区

と公共公益施設地区の２地区に区分してお

ります。 

 右上の表をご覧ください。用途の制限につ

いて、住宅地区では都営住宅の建替え用地と

して想定しており、共同住宅や集会所など、

記載のある建築物のみ建築できる制限とな

っております。公共公益施設地区では、店舗

や飲食店等は建築できない制限といたしま

す。区は保育園などの公共公益施設を検討し

ています。 

 次に、左下の表をご覧ください。容積率の

最高限度については、両地区とも１５０％以

下に制限いたします。建蔽率の最高限度は、

住宅地区では４０％以下、公共公益施設地区

では５０％以下に制限いたします。また、敷

地の最低面積を定め、住宅地区では１，００

０㎡以上に、公共公益施設地区では５００㎡

以上とし、敷地の細分化を防ぎます。そのほ

かに、形態や色彩などの意匠の制限及び垣や

柵などの構造の制限を定めております。 

 続いて、建築物の壁面の位置の制限につい

てです。お手元の資料では４４ページです。 

 壁面の位置は、周辺への日影や圧迫感の軽

減のため、図に示す数値の範囲内には駐輪場

などを除いて建物を建てられないように制

限いたします。例えば、地区の北側、図の中

では１番の場所については、区画道路境界か

ら８ｍ以上建物を離して建てなければいけ

ません。２番～４番についても、記載のとお

りの制限となっております。 

 続いて、高さの最高限度についてです。お

手元の資料４５ページです。 

 壁面の位置の制限同様に、周辺環境への配

慮のため、高さの最高限度を定めております。

住宅地区は高さ制限を２５ｍとしておりま

すが、地区南側の都市計画道路沿いは、高度

利用を誘導し、延焼遮断帯の形成を目的に、

高さ制限を３０ｍとしております。さらに、

公共公益施設地区は高さ１０ｍ以下に制限

いたします。 

 最後に、都市計画手続の経緯と今後の予定

についてご説明いたします。お手元の資料で

は４６ページです。 

 今年７月の第６５回足立区都市計画審議

会においてご報告させていただき、９月５日

に都市計画法第１６条に基づく地区計画原

案の説明会を行いました。 

 ９月１０日より原案の縦覧・意見書の受付

期間を設けましたが、意見書の提出はござい

ませんでした。 
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 また、１０月２３日に都市計画法第１９条

に基づく東京都知事協議の回答があり、意見

はございませんでした。 

 １１月１５日から２９日まで、都市計画法

第１７条に基づく都市計画案の公告・縦覧を

行いましたが、意見書の提出はございません

でした。 

 今後の予定としましては、本日の都市計画

審議会でご審議いただき、今月中旬ごろの都

市計画決定・告示を考えております。 

 以上で「東保木間一丁目地区関連」につい

てのご説明を終わります。ご審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○長塩会長 それでは、第３号議案の審議を

いたします。本件についてご意見・ご質問が

ありましたらお願いいたします。 

○横村委員 建築士事務所協会の横村です。 

 ４１ページをもう一度画面で見せていた

だけますでしょうか。この緑のことについて

お伺いさせていただきたいと思います。 

 そこに「オープンスペースを活用した景観

形成」「豊かな緑環境を中心とした景観形成」

とありますが、もう少し具体的にどのような

足立の緑をつくっていこうとしているかを

お示しいただけますでしょうか。 

○中村都市計画課長 この地区の特徴とし

まして、団地東側の公園―広場になってい

るところと、総合スポーツセンター等の空

地・公園とのつながりがございます。現在あ

る樹木については極力保存をしていく。また、

新たな樹木を加えることによって四季折々

に楽しんで歩いていただいたり観賞してい

ただくということも含めて景観づくりを図

っていきたいというところでの景観ガイド

ラインとなってございます。 

○横村委員 この絵を見ますと、手前のほう

に児童公園みたいな絵があるかと思うので

すが、足立区は非常に豊かな遊具がたくさん

あって、タコ公園を初めとして、タコのペン

キの塗りかえとか、区民も一緒になってやっ

ているかと思うのですが、また、小学生にア

ンケートをとっていただいて、自慢の遊具と

か、これは都がやるお仕事なのかもしれませ

んが、区として足立区らしい児童公園とか、

あと桜の絵もここにピンクの樹木であるか

と思いますが、実はこれは余談なのですが、

私が住んでいる近所の西新井一丁目のＵＲ

の団地が今、桜の木を全部切ろうとしていま

す。非常に立派な桜の木があって、通勤時に

楽しみな街路でした。ところが、多分全部切

られると思います。もう３本切られて、赤い

テープが張られている木をどうも全部切る

のではないかと。これは推測で言っていて申

しわけないのですが、あれだけの桜並木が多

分なくなるのかなと思いました。桜というの

は、いろいろな意味で、鎌倉の段葛を初め、

問題を起こしています。ですが、鎌倉は、古

い木は全部切って、新しい樹木を植えて、も

う一度桜並木を再生しようとしています。で

すので、足立区も、こういうところに何げな

くこの桜を描いたとは思いませんけれども、

そういうあたりを、どういう桜の並木をつく

るとか、この街路はどういう街路だと。 

 足立区は非常に、街路の並木道も、東西の

道路と南北の道路で植えている樹木を変え

て街路をつくっているといって、すごいなと

私は思っています。ですから、もう少し具体

的に、積極的に都に働きかけていただいて、

その辺のモデルタイプになるような指針を

お示しいただけないかと思っています。これ

は一つ一つの事例でチャンスだと思います

ので、そういうものでやはり足立区は歩いて

いて楽しいまちだなと思えるように、一つ一

つの案件を大事に育てていってほしいと思

うので、いろいろなことを申しましたが、参

考にしていただけたらと思います。 

○中村都市計画課長 今ご意見をいただい

たところにつきましては、今回、景観ガイド

ラインとして全体の景観づくりの方針をつ

くってございますけれども、これに基づいて

個々の公園づくりも広場づくりもそうです

し、建物の計画もそうですけれども、非常に

長い期間の計画になってございます。これに

ついては、個々に東京都と改めてまた協議を

させていただいて、景観づくりについても景

観審議会部会でご審議をいただくという形

になってございますので、そういったところ

で東京都と順次協議をさせていただきなが

ら景観をつくっていきたいと考えてござい

ます。 

○臼倉専門委員 今回の公園というか広場

につきましては、区立公園ではなくて東京都

が管理するところなのですけれども、北側に

は総合スポーツ公園がありまして、そのほか、

子どもたちが遊ぶスペース、さらに南側につ

きましては吉右衛門堀公園ということで少

年野球場等々があるような公園ですので、そ

こら辺とどのように連携をして、どのような
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遊具がいいかというのを東京都と協議して

まいりたいと思います。 

 あと、もう一点。桜の件につきましては、

今、緑の基本計画ということで、街路樹につ

いてもどのように維持管理をしていくかと

いうことを協議しておりますので、来年度に

つきまして、街路樹の維持管理指針をつくる

ように準備しておりますので、そういった中

で検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○長塩会長 いいですか。 

○横村委員 はい。 

○長塩会長 他にございますか。 

 なければ、これにて本日の議案審議は終了

といたします。 

 これより会の進行を事務局にお願いいた

します。 

○中村都市計画課長 長塩会長、議事進行あ

りがとうございました。 

 そのほかの事務連絡が二点ございます。 

一点目でございます。次回の足立区都市計

画審議会でございますが、令和２年７月ごろ

の開催を予定してございます。日程が決まり

ましたら別途ご案内をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

二点目でございます。本日、当審議会にお

車でご来場いただいた委員の皆様につきま

しては、駐車券をお渡しいたしますので、事

務局にお申しつけください。 

 事務連絡は以上でございます。委員の皆様

から何かございますでしょうか。 

ないようでしたら、これにて第６６回足立

区都市計画審議会を閉会とさせていただき

ます。本日は熱心なご審議を賜りまして、あ

りがとうございました。 


